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アメリカ大学留学プログラム 
 

■対象 
日本または海外の高校を卒業/卒業予定の学生 

 
■サービス内容 

• ICCの提携大学への入学手続と出願書類の受付（出願先は2大学まで） 
• 大学入学に向けた事前語学研修プログラム/パスウェイプログラムへの入学手続と出願書類の受付 

 

■ICCの提携大学 ※別紙参照 
 
■申込時に必要な書類等 

• 「アメリカ大学留学プログラム」参加申込書 
• 英文による高校3年間の成績証明（または最新の成績証明書）と卒業証明書 
• TOEFLまたはIELTSのスコア ※未取得の場合は後日提出してください。 

 
■手続サービス料 
 165,000円（税込） 
 
■手続サービス料に含まれるサービス内容（※1） 

出願先大学に関する相談、出願書類の確認・調製、出願代行、入学許可書の受理、大学へ支払う出願料の代行支

払い手続（※2）、フライト・空港送迎等の渡航手続、滞在先手配、出発前オリエンテーションの実施 
※1:査証申請料及び査証申請代行費用（27,500円・税込）は含まれません。 
※2：出願完了後、ICCより出願料・授業料に手数料を加えた金額を請求致します 

※費用の振込手数料はご負担ください。 
 
【プログラム参加費用 振込口座】 

金融機関名：三井住友銀行 支店名：目黒支店 種別：普通預金 口座番号：7395600   

名義：株式会社ICCコンサルタンツ [カ）アイシーシーコンサルタンツ] 
 
■サービス提供期間 
 入学及び渡航手続が完了するまで。 

 ※大学や付属の語学学校開始後の現地サポートは含まれません。 
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アメリカ大学留学プログラム契約条項 

 
株式会社ICCコンサルタンツ（以下「甲」とします）と、留学希望者（以下「乙」とします）は、以下の内容によ

り、アメリカ大学留学プログラム（以下「本プログラム」とします）の契約を締結します。 
 

第１条 本プログラムの目的 

本プログラムはアメリカ（以下「留学国」とします）の甲の提携先で

ある大学（以下「留学先」とします）への入学を希望する乙に対し

て、乙の希望する留学先への入学のために必要な諸手続の代行等の

取次ぎサービスを提供し、乙の留学の実現をサポートすることを目

的としています。 

 

第２条 サービスの内容 

甲は、乙に対し、以下のサービスを提供します。 

１． 出願先大学に関する相談 

乙の希望、留学の目的・目標、学力、予算等の条件をもとに、

甲は乙と相談のうえ、乙に適した大学を紹介します。 

２．希望の留学先に関する出願書類の確認 

必要書類の確認、出願書類の調整、願書作成におけるアドバイ

スを行います。 

３．出願代行 

乙による出願を代行します。なお、出願校は原則2校までとしま

す。出願は大学の他、必要に応じてその大学に入学するための大学

附属語学研修コースまでを含みます。 

４．入学許可書（または合否通知）の受理 

出願した留学先から入学許可書を取得します。 

５．渡航するための手続 

１）留学費用の支払い 

留学先等への留学費用の支払いを代行します。(精算の方法

は本契約第７条諸費用参照) 

２）査証取得に必要な書類調整 

査証申請に必要な書類の取り寄せを行います。なお、学生ビ

ザの手続は提携会社へ委託して行います。（査証申請代行につきま

しては、別途有料サポートとなります。） 

３）滞在先手配 

留学先の学生寮またはホームステイ先の申込手続を代行し

ます。但し、乙の希望により入寮またはホームステイをしな

い場合、留学先学校が寮などの滞在施設を持たない場合には、

これを行いません。本契約に含まれる滞在先申込手続代行は、

留学国到着後に最初に滞在するホームステイ、学生寮などの

滞在先への申込手続とし、アパート、シェアハウス等、留学

先が直接管理していない滞在先の手配代行は行いません。ま

た、出発日以前に、寮またはホームステイなど滞在先の住所・

部屋番号が確定しない場合もあります。 

４）海外留学生保険の手配 

海外旅行傷害保険（留学生保険）の加入手続を代行します。

保険料は乙が負担します。 

※留学先により留学先指定の医療保険への加入が義務づけ

られ、乙が自ら加入手続を行う必要がある場合があります。 

５）フライト手配手続 

日本国内の出発空港から留学先に近接する空港までの往復

または片道航空券を旅行会社に委託し手配代行します。当該

旅券の発券手続開始後の変更、取消または払戻しはできませ

ん。理由のいかんを問わず、乙が希望する便の航空券を甲が

手配できない場合は、出発日、出発空港または利用する航空

会社などのいずれかを変更して頂く場合があります。 

６）現地空港での出迎え手配 

乙の渡航スケジュールを留学先または語学研修機関に通知

し、空港出迎えの依頼を代行します。但し、現地出迎え費用

は乙が負担します。また、留学先によっては出迎えを行って

いない場合もあり、その場合は乙が自ら空港から滞在先まで

移動する必要があります（費用は乙負担）。 

６．出発前オリエンテーションの実施 

渡航前及び渡航後の準備に必要となる情報や、現地での生活の

心構え等の情報を提供します。 

 

第３条 追加サービスの内容 

甲は、本契約のほか個別の合意により本プログラムに追加して、以

下のサービスを提供します。追加サービスには、本契約第７条諸費

用にある追加費用が必要になります。 

 １．査証（学生ビザ）申請代行 

甲または甲の業務委託機関は、留学国に入国及び滞在するた

めに必要な査証の申請書類作成のアドバイスを行い、乙の申

請手続を代行します。但し、これは査証の取得を保証するも

のではありません。 

２. 現地生活サポート 

乙は、別途費用を支払うことにより現地生活サポートプログ

ラムに申し込むことができます。 

     ３.留学前英語学習 

    留学開始前に日本国内で行う英語学習への受講を希望する

場合は、別途ICCアカデミーの契約事項をご確認ください。 

 

第４条 契約の成立 

乙は、所定の参加申込書に必要事項を記入した上、本契約第７条に

定める手続サービス料を添えて甲に対して申込みをするものとしま

す。甲において申込みを承諾した時点で、本契約が成立します。 

 

第５条 参加条件 

甲は、次に定めるいずれかの事由が認められる時、申込みをお断り

することがあります。 

１． 乙が本プログラムの趣旨を十分に理解していないと甲が判

断したとき 

２． 乙が甲の定めた「留学に関する適性」を欠くとみなされる場

合 

３． 乙が未成年である場合に親などの法定代理人の同意がない

とき 

４． 乙の希望を受け入れられないと甲が判断したとき 

５． 乙が志望する留学先への入学が明らかに拒否される可能性

が高いと甲が判断したと 

６． 乙の過去の既往症や現在の心身の健康状態からみて、留学が

不適切であると甲が判断したと 

７． その他甲において乙の受入れが困難であると判断したとき 

 

第６条 必要書類 

甲は、乙に対し、留学手続に必要な書類について連絡します。指定

された書類は、必要事項を指定された言語にて記入した上で必ず指

定の期日までに甲の担当者に提出して下さい。なお、いったん提出

された書類は返却されません。 

 

第７条 諸費用 

１．手続サービス料 

乙は甲に対し、本契約第２条に定めるサービスの対価として、以下

の手続サービス料を支払います。 

ICCアメリカ大学留学プログラム参加費：165,000円（税込） 

※手続サービス料の支払いは、参加申込時に一括でお支払い頂きま

す。 

２．追加サービス費用 

乙は、甲に対し、追加サービスの対価として、以下の追加サービス

費用を支払います。 

１）査証申請代行費用：27,500円（税込） 

 乙自身でビザ申請手続を行う場合には上記費用は頂きません。 

２）現地大学生活シンプルサポート（1年あたり）：180,000円（非

課税） サポート内容等、詳細については、「現地大学生活シ

ンプルサポート」契約書を御確認下さい。 

 ３）現地大学生活プレミアムサポート（1年あたり）：350,000円

(非課税)サポート内容等、詳細については、「現地大学生活

プレミアムサポート」 

３．その他の諸費用 

以下の費用は、前２項の費用には含まれません。 

１)海外旅行傷害保険（留学生保険）の保険料 

２)学生ビザ申請料、SEVIS費用 
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３)航空券などの渡航費用 

４)出願料、入学金、授業料、教材費、滞在先申込金、滞在先予約

金、宿泊費、食費、緊急送料、書類の英訳、出迎え料、その

他留学において必要とされる費用 

５)志望専攻科目により乙の作品（ポートフォリオ、デモテープ、

ビデオ等）を学校に事前提出する必要がある場合の送料 

６)入学後、乙と留学先との関係において生じるその他の費用 

７)乙の希望により入学後、編入／転校などの手続を甲が行う場

合の手続代行費用 

８)乙の緊急時に甲が支出した交通費、電話代、その他の実費 

９)その他、渡航、留学生活に伴う個人的費用 

４．留学費用の精算方法 

甲では、（事前に支払いが必要となる費用に関してのみ）原則とし

て留学先学校などから甲に寄せられた資料、請求書に基づいて、出

願料、入学金、授業料、教材費、滞在先、申込金、滞在先予約金、宿

泊費、食費、空港出迎え料、緊急送料、書類の英訳、その他留学にお

いて必要とされる留学費用（各学校により異なります）の一部また

は全額を算出し、乙から預った上で、支払いを代行します。但し、大

学から指示があった場合は、授業料及び滞在費は乙本人が現地にて

支払うものとします。なお、留学費用は学校その他支払先の事情に

より、予告なしに変更されることがあります。また、請求は日本円

によるものとし、精算方法は請求日当日の三井住友銀行のTTS送金レ

ートに一律3円加算した円貨を適用します。振込手数料については乙

負担とします。 

 

第８条 留学費用等の支払い 

１．乙は第７条に定められた留学費用などを、指定された期日まで

に指定の銀行口座に振り込むものとします。留学費用等は、受

け入れ先が期日を定めている場合や、制度上必要な場合を除き、

出発予定日から起算して90日以上前にお支払いいただくこと

はありません。指定の期日までに入金されない場合、甲におい

て留学手続を停止することがあります。この場合、希望の出発

時期までに留学手続が完了しないことがありますが、甲はその

責任を一切負いません。 

２．留学先の事情で留学費用等が増額変更された場合、乙は留学先

に対し甲の指定する方法で必要な差額を支払うものとします。 

 

第９条 解約及び返金 

１．解約と返金 

本プログラムの契約成立後、乙の都合で契約を解約する場合、乙

は、甲に対し、次の区分に従って解約料を支払うものとし、甲は

手続サービス料及び預り金から解約料及び立替金等を控除した

残額を乙に返金します。 

１) 申込日より起算して8日目までの解約：解約料は必要ありま

せん。 

２) 申込日より9日目以降、出願先大学の合否通知受領を基準と

する解約料 

   申込日から起算して9日目以降甲に合否通知が届いた日の前

日までの解約：手続サービス料の50%  

３) 甲に合否通知が届いた日以降の解約については以下の解約

料が発生します。 

 a)出発予定日の120日前までの解約：手続サービス料の70% 

 b)出発予定日の119日前から90日前までの解約：手続サービス

料の80% 

 c)出発予定日の89日前以降の解約：手続サービス料相当額（手

続サービス料の返金はありません） 

 d)手配不能（査証不許可、入国拒否を除く）による解約：解約

時点において発生した費用 

  （当該時点において金額を確定します）※上記消費税相当額

についてはお支払時の税率を適用します。 

※２）と３）のいずれにも該当する場合は３）が適用されるもの

とします。 

 

２．学費、滞在費等の費用の払戻し 

留学先または滞在先各機関に支払われた費用の返金について

は、当該機関の定めによります。なお、航空券等運輸機関及び

海外旅行傷害保険（留学生保険）の手配に関する解約料及び払

戻金額については当該機関の定めによります。 

 

第１０条 契約内容の変更 

甲は、以下の場合本契約の内容を変更することができます。この場

合、甲から乙に対して、本参加費用の返還はしません。 

１． 乙が日本国の公序良俗に反する行為をはじめ日本国の法令

に違反する行為をなし、甲において本プログラムの目的・趣

旨に照らして乙の本プログラムへの参加が不適当であると

認めた場合 

２． 不可抗力により、甲が契約上のサービスを提供することが不

可能または著しく困難になった場合 

３． 書面による乙から契約内容の変更の申出があった場合 

４． 留学先、滞在先、交通機関等が、その運営するサービスの内

容を変更した場合 

５． その他やむを得ない事情により契約内容変更の必要が生じ

た場合 

 

第１１条 契約の解除 

乙に次に定める事由が生じた場合、甲は本契約を解除することがで

きます。 

１．定められた期日までに、第６条に定める書類が送付されない

とき 

２．定められた期日までに、第７条に定める費用の全額または一

部が支払われないとき 

３．乙が所在不明または１ヵ月以上にわたり連絡不能となったと

き 

４．乙または保護者等の法定代理人が甲に届け出た乙に関する情

報に、虚偽または重大な遺漏があることが判明したとき 

５．乙が日本国の公序良俗に反する行為をはじめ日本国の法令に

違反する行為をなし、甲において本プログラムの目的・趣旨に照

らして乙の本プログラム参加が不適当であると認めた場合 

６．乙がパスポートもしくは渡航ビザを取得できず、または留学

国への入国を拒否されたとき 

７．乙が甲の指導・アドバイスに従わず、または甲のサービス提

供に協力しないなど、甲が本契約に基づくサービスを履行す

ることが困難となったとき 

８．乙が甲と他の参加者との契約関係に干渉または介入して紛争

を生じさせたとき 

９．乙が本契約に違反したとき 

１０．甲がやむを得ない事由があると認めたとき 

１１．本契約成立後に第５条の拒否事由があることが判明したと

き 

１２．参加申込日（当日を含まない）から2年経過した時点で、乙

が留学先に向けて日本を出発しないとき 

 

第１２条 費用の不返還 

前２条（第１０条、第１１条）に基づき本契約の内容が変更され、ま

たは本契約の一部もしくは全部が解除された場合には、手続サービ

ス料、留学費用など、既に甲に支払い済みの費用については、本プ

ログラムの進行状況に応じて返還されない場合があります。また、

甲に損害が生じた場合は、甲は乙に対してその賠償を請求すること

ができます。 

 

第１３条 免責事項 

１．甲は、次に例示するような事由により、乙が留学できず、ま

たは留学希望先校への正式入学ができなかった場合は、乙に

対し損害賠償その他の責任を負いません。 

１) 出願した学校、コースなどが定員に達していて入学できな

かった場合 

２）申し込んだ滞在先の滞在施設が定員に達していた場合、ま

たはその他の留学先の事情により入寮、入室できなかった

場合 

３)通信事情または留学先の事情により入学許可証が期日まで

に届かなかったために入学できず、または予定していた時

期に入学できなかった場合 

４)条件付合格の場合において、乙が、留学先が定める英語力・

学力等の基準に事前研修期間内に到達せず入学ができな

かった場合 

５)乙の成績及び語学力が不足したため、乙が希望の留学先に
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留学できなかった場合 

６)乙が留学先から乙の希望する他大学に編入できなかった場

合 

７)乙において、ローンにより契約費用の調達を予定していた

場合において、予定したローンが実行されず、必要な費用

の支払いができず、手続の継続が不可能と判断された場合 

８)甲が、留学先等から送られてくる最新資料に基づき入学手

続代行等の手配をしたにもかかわらず、留学先等の事情に

より入学基準の変更、授業内容の変更、授業時間や回数の

変更、滞在先の変更、その他留学内容に関する変更がなさ

れた場合 

９) 乙に起因する理由で入国を拒否された場合、または留学

国の入国管理局等の当該機関による学生査証（ビザ）の発

給が遅延・拒否されたことによって、留学国への入国が遅

延または不可能になった場合の責任 

２．甲は、次に例示するような事由により、乙に不利益または損

害が発生した場合、乙に対し損害賠償その他の責任を負いま

せん。 

１）運輸機関の遅延、フライトのキャンセル、ハイジャック、

ストライキ、事故、陸海空における不慮の災難、その他

不可抗力または第三者の責による交通機関に関する乙

の不利益・損害 

２）天変地異、政変、テロ、動乱、戦争、ストライキ等の不可

抗力によって発生した乙の不利益・損害 

３）留学国が渡航ビザ発給基準、滞在許可条件等を変更したこ

とよって発生した乙の不利益・損害 

４）留学先及びホームステイ、寮等の滞在先における盗難・事

故・係争など留学国滞在中または渡航中に受けた不利

益・損害 

５）留学国渡航中、滞在中及び旅行中に発生した怪我、病気等

に基づく不利益・損害 

６）乙による麻薬、覚醒剤、その他の薬物の使用、所持もしく

は飲酒、喫煙またはこれらに関連して起こった全ての不

利益・損害と責任 

７）為替、物価の変動、学費や滞在費等の改定による乙の経済

的損失 

８）留学先から停学、放校、退学等の処分を受けた場合の不利

益・損害（学費、滞在費の損失を含みます） 

９）乙が留学を取り止めた場合の学費、滞在費等の残金返金等

の責任 

１０）乙の学力・英語力不足に起因する留学先への入学不許可

または入学後の留年等についての責任 

１１）乙の学業成績や資格試験の結果が不良であったことの責

任 

１２）乙のために行う出発前の現地留学生活に関する出発前オ

リエンテーションに参加しなかったために発生した乙

の不利益・損害 

１３）乙が留学国滞在のための海外旅行傷害保険（留学生保険）

加入していなかった場合の、現地における事故、病気等

に基づく不利益・損害 

１４）留学国の法令・風俗・道徳及び留学先教育機関の規則等

についての乙の無知または認識不足により乙が受けた

不利益・損害 

１５）留学中の通学、スポーツ、自動車の運転に基づく事故に

より乙が受けた不利益・損害 

３．以上の免責事項に該当する場合、支払われた費用、所要実費

は本プログラムの進行状況に応じて返金されない場合があ

ります。また、甲に損害が生じた場合は、甲は乙に対してそ

の賠償を請求することができます。 

 

第１４条 責任範囲 

甲は、本契約に明記された義務を甲の故意または過失に基づき履行

しなかった場合、乙に生じた損害を賠償する責任を負担し、それ以

外の場合、損害については責任を負いません。 

 

第１５条 研修成果の不担保 

本プログラムは甲が乙に対して乙の条件に合う留学先への入学手

続の代行等を提供することを目的としています。従って、語学及び

学力の向上などの事前研修機関または留学先での研修成果や、条件

付合格における条件の成就、留学後の進路の保証、ホームステイ等

の滞在先に対しての満足、その他留学による心理的満足を保証する

ものではありません。 

 

第１６条 損害賠償義務 

乙が故意または過失により甲に損害を与えた場合、乙及び親権者は

連帯して直ちに甲に対し損害の賠償をしなければなりません。 

 

第１７条 準拠法令等 

本契約の解釈及び本契約に定めない事項については、日本国内の

法令及び慣習によるものとします。 

 

第１８条 裁判管轄 

本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属

管轄裁判所とします。 

 

第１９条 約定の変更 

本契約は、事情により告知なしに変更されることがあります。 

 

第２０条 発行期日 

本契約は、2020 年 2 月 1 日以降に申し込まれる契約に適用されま

す。 
 

個人情報の取り扱いについて 
 

株式会社 ICCコンサルタンツは、お客様の個人情報の取り扱いについて、下記の通り適切な取り扱

いに努めます。 

(1) 個人情報を利用する目的 

取得した個人情報の利用目的は、当社が提供するプログラム（以下、「本プログラム」とい

う）への参加手続及びそれに関連するご連絡、本プログラムの実行及びそれに関連するサ

ポート管理、お申込みされたご契約の履行（ご契約内容は、プログラム契約書を参照くだ

さい）、ご本人の同意またはご希望条件を満たす、受入れ先となる企業・学校・団体等への

個人情報の提供、当社が提供する留学プログラムやセミナー、フェア等のご案内、当社ま

たは本プログラムへのご質問、お問合せに対する回答のために利用し、それ以外の目的で

利用することはありません。また、本プログラムをお申込みされる方が未成年者（満 20歳

未満の方）の場合は、保護者の同意を頂いた上で、個人情報をご提供ください。ビザ申請

手続代行時に、申請費用のお支払のためにクレジットカード決済が必要な場合があります。

当社または当社が業務委託する機関が申請代行を行う場合、入国管理機関等が指定するビ

ザ申請フォーム等にて決済処理をクレジットカードで行う場合があります。また、緊急時

に発生する決済処理においてもクレジットカード情報をご提供いただく場合があります。

なお、当社では最大 1 カ月間保管した後、適切に廃棄します。但し、ビザ申請状況により

保管期間を延長する可能性があります。 

 

(2) 要配慮個人情報の取得、利用及び提供について 

本プログラムの参加手続及び渡航手配、本プログラムの実行及びそれに関連するサポート

管理のため、病歴・アレルギー・既往症等の健康に関する情報、旅券番号、宗教・文化的

制約等の機微な個人情報の取得、ならびに当社が業務委託する旅行代理店、受入れ先とな

る企業・学校・団体等への提供、滞在先、現地サポート者等、外国にある第三者へ提供す

る可能性があります。 

 

(3) 個人情報の第三者提供について 

取得した個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲において、外部委託することがありま

す。また、個人情報は次の通り、第三者提供します。①お申込みされたご契約の履行（ご

契約内容は、各プログラムの契約事項を参照ください）のため、郵送、メールまたはイン

ターネット経由で、氏名、住所、連絡先、語学スキル等をご本人の同意またはご希望条件

を満たす、留学先またはインターンシップ先となる企業・学校・団体等に提供します。②

お申込みされた留学プログラムの実施に必要な渡航及び宿泊手配のため、郵送、メールま

たはインターネット経由で、氏名、住所、連絡先等を渡航及び宿泊手配を行う旅行代理店

に第三者提供します。③お申込みされた留学プログラムの実施に必要なビザ取得または緊

急時に発生する決済処理のため、電話、郵送またはインターネット経由で、カード番号、

カード会社、カード有効期限、セキュリティコード、名義、電話番号等を当該入国管理機

関等に第三者提供します。 

 

(4) 取得の任意性について 

個人情報のご提出は任意ですが、個人情報を提供していただけない場合は上記の各利用目

的に沿った取り扱いが適切に遂行できない場合があります。 

 

(5) 個人情報の開示等の請求について 

当社に提供して頂いた個人情報は、利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、項目の追加

または削除、消去や利用停止、提供停止を求める権利があります。個人情報の開示等の請

求を行う場合は、下記までご連絡ください。  

【個人情報に関するお問い合わせ先】 

株式会社 ICCコンサルタンツ  

個人情報保護管理者：IT・コンプライアンス統括室 マネージャー  

TEL：03-6434-1315  E-mail：info@iccworld.co.jp 

受付時間 平日（祝祭日を除く）10:00～18:30 


